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債務承認弁済契約公正証書（案文） 
 

本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 

 

 債権者 ○○○○（以下「甲」という。）と債務者 ●●●●（以下「乙」という。）、および連

帯保証人 □□□□（以下「丙」という）並びに連帯保証人 ■■■■（以下「丁」という）は、

本日、以下のとおり合意する。 

 

（債務の承認） 

第１条 乙は、甲に対し、本日、○○○○年○○月○○日付の●●●●に基づく●●●●の債務と

して金●●●万円の支払義務（以下「本件債務」という。）を負担していることを承認し、

以下の条項に従い弁済することを約し、甲はこれを承諾した。 

 

（利息等） 

第２条 本貸付金の利息等については、次のとおりとする。 

⑴  利率       年率〇〇.○○パーセント（年３６５日の日割計算、ただし閏年は

年３６６日の日割計算） 

⑵  支払時期     元金と一括 

⑶  遅延損害金利率  年率〇〇.○○パーセント（年３６５日の日割計算、ただし閏年は

年３６６日の日割計算） 

 

（資金使途の明示） 

第３条 乙は、第 1条の金員を乙が行う●●●●●●●●の資金としてのみ使用する。なお、当該

使途目的を変更する場合には、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。 

 

（弁済方法） 

第４条 乙は、甲に対し、第１条の本件債務及び第２条の利息を、○○○○年○○月○○日限り一

括にて、甲の指定する預金口座に振込送金の方法により支払う（元利均等分割弁済）。 

なお、返済に係る費用（振込手数料等）は乙の負担とする。 

【甲の指定する預金口座】 

金融機関名：      銀行 

本 支 店 名：      支店 

預 金 種 別：普通預金 

口 座 番 号： 

口 座 名 義： 

 

２  乙は、前項に定める返済期日前に、借入金額の全部又は一部を弁済することができる。 

 

３  返済に係る費用（振込手数料等）は乙の負担とする。 
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（遅延損害金） 

第５条 乙は、甲に対し、期限後または期限を怠った場合には、期限の翌日または期限の利益を失

った日の翌日より、第１条に定める債務のうち既払金を除く残債務に、遅延損害金を付加

して支払う。 

 

（期限の利益喪失） 

第６条 乙又は丙若しくは丁に次にかかげる事項のひとつにでも該当する事由が生じたときは、何

らの通知催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、

甲に対し、直ちに残元利金を支払う。 

⑴ 乙が第４条に定める支払いを１日でも怠り、その額が金１円でも欠けたとき 

⑵ 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は乙がその債務の全部又は一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示したとき 

⑶ 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき 

⑷ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形

もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき 

⑸ 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があっ

たとき 

⑹ 第三者により差押、仮差押、仮処分、強制執行、若しくは競売の申立て、執行保全処分、

公租公課の滞納処分又はその例による差押を受けたとき 

⑺ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあったと

き又は債務整理の通知がされたとき 

⑻ 合併による消滅、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、資本の減少、営業の廃止もし

くは変更又は解散の決議をしたとき 

⑼ その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき 

 

（連帯保証） 

第７条 丙丁は、甲に対し、本契約から生じる乙の一切の債務を各々●●●万円の範囲内で連帯し

て保証する。 

 

 ２ 乙は、丙丁に対して、本契約に先立ち、民法４６５条の１０第１項に規定する下記の項目

について情報の提供を行い、丙丁は情報の提供を受けたことを確認する。 

（１） 乙の財産及び収支の状況 

（２） 乙が主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 

（３） 乙が主債務について甲に担保を提供していない事実 

 

 ３ 乙は、丙及び丁に対して提供した当該情報が真実かつ正確であることを表明し、保証する。 

 

（相殺） 

第８条 甲は、本契約に定めるところによるか否かを問わず、乙に対する債務があるときは、当該

債務が弁済期にあるか否かを問わず、乙への書面による通知をもって、いつでも当該債務
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と、乙に対する本契約に係る債権をもって相殺することができる。 

 

 ２ 乙は、別途甲と書面で事前合意した場合を除き、本契約に係る一切の債務を、甲に対する

債権をもって相殺することはできない。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第９条 甲、乙、丙及び丁は、自らが反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったと

きから 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標

ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ）に現在及び

将来にわたって該当しないこと、並びに、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関

係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約する。 

（１） 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること 

（２） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること 

（３） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること 

（４） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしている

こと 

（５） その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非

難されるべき関係を有すること 

 

 ２ 甲、乙、丙及び丁は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならない。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方（甲においては乙、丙及び丁をいう。

以下同じ。）の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

 

 ３ 甲、乙、丙及び丁は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、

相手方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提

出しなければならない。 

 

 ４ 甲、乙、丙及び丁は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、

本契約を解除することができるものする。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手

方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った

当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。 

 

（通知義務） 

第１０条  乙、丙及び丁は、次の事由が生じる場合には、変更前もしくは変更後直ちに甲に変更

内容を報告しなければならない。 
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（１） 自宅および事業所の移転 

（２） 事業内容の変更 

（３） その他財産又は信用に関する重大な変更 

 

（誠実協議条項） 

第１１条  本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じた事項については、当

事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。 

 

（専属的合意管轄条項） 

第１２条  甲と乙丙丁は、本契約に関して紛争が生じたときは、甲の住所地を管轄する

裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意した。 

 

（強制執行認諾条項） 

第１３条  乙丙丁は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳

述した。 

 

 


